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	針きゅう施術券
	
	
注意事項

①　本券は再発行致しません。
②　針きゅう施術を受けたことを証明するため業者から施術年月日等を押印してもらって下さい。
③　本券は本人以外の人の使用は無効です。
④　お金は本人で立替払とし本券を持参すれば後日役場でお支払い致します。
⑤　年度を経過したものは無効です。
⑥　対象者が当村から転出又は死亡したときは使用できません。

	有効期日　　　　　　　　年　　月　　日～
年　　月　　日
	
	

	受給者名
	交付番号
	号
	
	

	
	氏名
及び
生年月日
	

明・大・昭　　年　　月　　日
	男女
	
	

	
	住所
	産山村大字　　　　　　　　　 番地
	
	

	年月日
	
	
	
	
	
	
	

	金額
	
	
	
	
	
	
	

	㊞
	
	
	
	
	
	
	

	発行日　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日
発行機関名
産山村
	
	



